
 

 

 

 

つくば市では物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援するため、給付金を支給します。 

   

       

            

 

 

 

 

 

 

対象となる方には、市から世帯主の方宛てに「お知らせ」か「確認書」のどちらかが郵送されます。 

 

 

 

 

 

 

  

支給要件 

受給権者 

支給額 

支給対象者が属する世帯の世帯主の方(令和8年(2026年)2月1日時点) 

支給対象者1人あたり5,000円 （原則、世帯主の方にまとめて振り込まれます） 

給付金の通知（郵送） 

「お知らせ」が郵送されます 

（手続き不要で特定口座に振込） 

発送：令和８年４月３日 

振込：４月末予定 

市民の皆さまへ 

つくば市物価高騰対策生活者支援給付金 
のご案内 

給付金の支給対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。    

(1)基準日(令和8年(2026年)2月1日)においてつくば市に住民登録がある方 

(2)平成19年（2007年）4月1日以前に生まれた方 

支給要件に該当すると思われる世帯で 

市が口座を特定できる場合（詳細は裏面） 

支給要件に該当すると思われる世帯で 

市が口座を特定できない場合 

「確認書」が郵送されます 

（オンラインまたは郵送申請が必要） 

発送：令和８年４月21日から順次 

振込：５月中旬から順次 

「お知らせ」、「確認書」のどちらも届かない場合は、裏面記載のコールセンター

までご連絡ください。 

窓あき封筒（白地に青文字）で送付 窓あき封筒（白地にオレンジ文字）で送付 

通知の見出し 通知の見出し 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくば市生活支援給付金コールセンター 

☎ 0120-164-417 受付時間 ８:45～16:30 

※土・日・祝日を除く 
※コールセンター及び相談窓口の業務については、株式 

会社パソナ パソナ・つくばへ委託しています。 

次のア～ウのいずれかに該当し、かつ「世帯主の口座名義」と「住民登録の氏名フリガナ」が

一致する世帯を対象に「お知らせ」が郵送されます。 

ア．世帯主がマイナンバーの公金受取口座を登録している世帯（令和8年3月1日現在の登録口座） 

イ．世帯主が市から特別定額給付金、定額減税補足給付金、つくば市物価高騰対応重点支援給付金（低所得 

者支援、住民税非課税世帯、新たな低所得者支援）を口座振込で受給した世帯 

ウ．世帯主が現在市から児童手当又は児童扶養手当を受給している世帯 
 

受給辞退や口座変更の希望がない場合は、手続き不要で振り込まれます。 

「確認書」が郵送されます。 

確認書に記載の二次元コードからオンライン申請または確認書に所定の事項を記載の上、 

同封の返信用封筒で返送してください。 

詳細は市ホームページを

ご覧ください。情報は随時

更新しています。 

給付金の支給手続き 

支給要件に該当すると思われる世帯で、市が口座を特定できる場合 

支給要件に該当すると思われる世帯で、市が口座を特定できない場合 

その他 

· 本給付金は、物価高への支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用

し、支給します。 

· 支給決定通知書はお送りしません。各自で記帳して振込されているかご確認ください。「振込

依頼人名」欄に、「ツクバシセイカツシエン」と付記されます。 

· 受理した確認書は、順次審査を行います（不備がある場合は市からご連絡します）。 

· 給付金の振込は、申請書類受理後３週間から１か月以降に順次行いますが、混雑状況等により前後

する場合があります。 

令和８年（2026年）７月31日（金） 
※当日消印有効 

申請期限 

※期限を過ぎると申請できませんので、お早めに申請をお願いします。 

 
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください！ 

つくば市職員やつくば市から委託を受けた事業者を名乗る者から不審な電話や郵便があった場合は、 

つくば市生活者支援給付金コールセンターや最寄りの警察署または警察相談専用電話（#9110）に 

ご連絡ください。 
 


